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第１章 総則 

(適用範囲) 

第１－１条 

 

 

 

 

(目   的) 

第１－２条 

 

 

 

 

（場  所） 

第１－３条 

 

 

（一般事項） 

第１－４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理技術者） 

第１－５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木南部農業水利事業 営農検討調査業務の施行にあたっては、農林水産省

農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）による

ほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものと

する。 

 

 

本業務は、栃木南部農業水利事業の推進に資するため、地区内における高

収益作物導入・拡大の推進を図るために、先進地視察会の企画・運営を行う

とともに当地区における高収益作物の推進方策を策定し、事業推進協議会営

農検討部会での成果を取りまとめるものである。 

 

 

本業務の施行場所は、栃木県栃木市、小山市及び野木町の２市１町で、「国

営栃木南部土地改良事業計画概要図」に示すとおりである。 

 

 

業務請負契約書及び共通仕様書に記載されている以外の一般事項は、次の

とおりである。 

（１） 業務実施の順序、方法等について作業前に業務計画書を監督職員に提

出し、密接な連絡を取り、業務の円滑な進捗を図るものとする。 

（２）作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有したもの

とする。 

（３）受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資

料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。 

（４）関係機関への聞き取り調査は、受注者において連絡調整のうえ実施す

ることを想定している。 

 

 

管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条第 3 項によるものとし、次のいずれか

の資格を有する者、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者（大学卒 18

年（短大・高専卒 23 年、高校卒 28 年）以上相当の能力と経験を有する者を

いう。）であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければな

らない。 

資   格 技術部門 選択科目 

技術士 総合技術監理 農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域計画 

農業－農村地域・資源計画 

農業 農業土木 

農業農村工学 

農村地域計画 

農村地域・資源計画 
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（担当技術者） 

第１－６条 

 

（配置技術者の確認） 

第１－７条 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保険加入） 

第１－８条 

 

 

 

第２章 作業条件 

（貸与資料） 

第２－１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シビルコンサルティン

グマネージャー 

農業土木 

農業土木技術管理士 － － 

博 士 当該業務に該当する技術部門 

 

 

 

担当技術者は、共通仕様書第 1-8条によるものとする。 

 

 

 共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12

条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 

（１）受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び

担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画

書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

（２）農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報

の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者

を登録対象とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。 

 

 

 受注者は、共通仕様書第 1-37条に示されている保険に加入している旨を業

務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場

合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 

 

 

 

貸与資料は下記のとおりとし、これ以外にも必要な資料があるときは監督

職員と協議するものとする。 

資   料   名 数量 

平成 24 年度 栃木南部地区営農計画作成及び土地所有状況調

査業務 
１式 

栃木南部地区全体実施設計書 １式 

国営栃木南部土地改良事業計画書 １式 

国営栃木南部土地改良事業の概要 １式 

令和３年度 栃木南部農業水利事業 

高収益作物導入拡大検討業務 報告書 
１式 

令和４年度 栃木南部農業水利事業 

高収益作物導入拡大検討その２業務 報告書 
１式 

令和５年度 栃木南部農業水利事業 

高収益作物導入拡大検討その３業務 報告書 
１式 

令和６年度 栃木南部農業水利事業 

      高収益作物導入等普及検討業務 報告書 
１式 

 

 



 

3 

 

（貸与資料の取扱い） 

第２－２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 業務内容 

（作業項目） 

第３－１条 

 

 

（作業の留意点） 

第３－２条 

 

 

 

 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 成果物等 

（成果物） 

第５－１条 

 

 

 

 

 

 

第 2-1条に示す貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 

（１）貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。 

（２）貸与資料は本業務に支障ない範囲の時期に貸与するものとし、監督職

員の請求があった場合の他、完了検査時に一括返納しなければならな

い。 

（３）第 2-1 条に示す資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員

と協議するものとする。 

 

 

 

本業務における作業項目は、別紙１「作業項目内訳表」に示すとおりであ

る。 

 

 

業務の実施にあたって、特に留意する点は次のとおりとする。 

（１）第 2-1 条に示す貸与資料並びに受注者が有する資料等を参考にした場

合は、その出典を明示するものとする。 

（２）作業に当たっては、監督職員及び関係機関と連絡調整を密に行い、作

業の円滑な推進に努めることとする。 

 

 

 

共通仕様書第 1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うも

のとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものと

する。 

初 回 作業着手段階 

第２回 中間打合せ（視察会の企画案作成段階） 

最終回 成果とりまとめ段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務

打ち合わせ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と

相互に確認するものとする。 

 

 

 

成果物を共通仕様書第 1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければ

ならない。 

（１）成果物の電子媒体（CD-R若しくは DVD-R）正副 2部 

このほか、この成果物に含まれる「行政機関の保有する情報公開に関 

する法律」に基づく「不開示情報」に該当する情報について、その箇 

所を黒塗りにする措置を行い、電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R）によ 
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（成果品の提出先） 

第５－２条 

 

 

 

（技術提案の履行） 

第５－３条 

 

 

 

 

第６章 契約変更 

（契約変更） 

第６－１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第７－１条 

 

 

り別途１部を提出するものとする。 

（２）成果物の出力 １部（電子媒体の出力、市販ﾌｧｲﾙ綴じで可） 

   なお、前記で黒塗りの措置を行った成果物の出力は不要である。 

 

 

成果物の提出先は以下のとおりとする。 

栃木県小山市中央町３－７－１ ロブレビル７階 

関東農政局栃木南部農業水利事業所 

 

 

 技術提案書における技術提案内容については、共通仕様書第 1-11条に示す

業務計画書に反映のうえ作成し、監督職員の承諾を得るものとする。また、

技術提案内容の履行確認にあっては、業務完了時までに履行が確認できる資

料を監督職員に提出するものとする。 

 

 

 

業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議

事項は、次のとおりとする。 

（１）第 3-1条に示す「作業項目」に変更が生じた場合。 

（２）第 4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

（３）第 5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

（４）履行期間の変更が生じた場合。 

（５）関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。 

（６）その他 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた

場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 



別紙 1

作業実施欄
当初 変更

　現地調査及び貸与資料の内容の把握を行い、作業計画を
樹立する。 〇

　当地区内の高収益作物の導入状況を調査し整理する。
〇

　３-（１）．地区の抽出 当地区の営農状況を踏まえ、営農者個人あるいは改良区
単位を対象にした高収益作物導入等の先進地区を複数地
区抽出する。 〇

３-（２)．抽出した地区の概
要とりまとめ

  抽出した地区の概要をとりまとめる。（事業対象外）

―

　３-（３）．地区の選定 抽出した複数の地区の中から、発注者と関係機関（県・市
町等）が選定するための補助資料を作成する。発注者の確
認を受けたうえで、先進地視察に協力可能な地区を選定す
る。

〇

　３-（４）．視察会の企画 選定した地区の視察に係る現地資料と意見交換会資料の
作成、日程調整など、視察会を企画する。 〇

　３-（５）．視察会の運営 視察会当日に使用する資料の印刷、当日の議事運営な
ど、視察会の運営を行う。（事業対象外） ―

　３-（６）．取りまとめ 　視察会にて得た情報等について整理したうえで、当地区で
適用可能な行政や営農者の取り組み等を整理した推進方策
の取りまとめを行う。 〇

栃木南部地区国営土地改良事業推進協議会営農検討部
会での提案と意見交換を行うとともに、議事録の作成を行う。

なお、工期内に営農検討部会を１回開催する予定としてい
る（令和８年３月頃を想定）。

〇

各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成
を行う。

〇

３．高収益作物導入等の
　  先進地視察会の企画・運営

４．営農検討部会への出席

５．点検とりまとめ

２．高収益作物の導入状況の
    調査・整理

【作業項目内訳表】

作　業　項　目 内　　　　　　　容

１．準備作業


